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（広告欄）

世帯主と国民健康保険（国保）加入者全員が６５歳～７４歳の世帯の方は、原則、国保税を特別徴収（年金から
の天引き）により納付していただいております。
しかし、次のような場合は特別徴収は中止され、年度の途中に特別徴収から普通徴収へ変更となります。

普通徴収へ変更となる方のうち、国保税の口座振替の登録がされていない方には７月中旬に６回分の納付
書を送付しております。納付書が届いた方については自動で国保税を徴収されなくなるため、納め忘れに
ご注意ください。

▲

年度の途中で特別徴収から普通徴収に変更となる方

▲

４・６・８月に年金天引きにより納付いただいた後、１０月からの特別徴収は中止となり、９月から翌年の
２月までに納付書又は口座振替により納付いただきます。

普通徴収 ― ―

特別徴収

４月 ２月１月１０月９月８月７月６月５月 １２月１１月

― ― ―

・介護保険料と国保税を合わせた額が、対象年金額の２分の１以上となる場合
・世帯主が国保を脱退した場合
・６５歳未満の世帯員の国保加入があった場合

▲美浦村ＨＰ
　「村税等の口座振替」

▲美浦村ＨＰ
　「村税等の口座振替」

国民健康保険税の納付につきましては、口座振替を推奨して
おります。口座振替の届出は、７月中旬に送付した納税通知
書同封の「美浦村村税等口座振替依頼書」に記入・捺印いた
だき、郵送するだけで完了します。
また、通帳および銀行印を持参のうえ、役場収納課または金
融機関で口座振替の届出をすることもできます。
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年■問合せ　国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６■問合せ　国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６

国民健康保険税の特別徴収（年金天引き）
が中止となる方はご注意ください
国民健康保険税の特別徴収（年金天引き）
が中止となる方はご注意ください

■問合せ　健康増進課☎０２９－８８５－１８８９

～高齢者・お子さん対象～
予防接種費用の一部を

助成します


